
久喜市全戸配布印刷物取扱規程の一部を改正する訓令 

久喜市全戸配布印刷物取扱規程（平成２２年久喜市訓令第１２号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１（久喜地区）の項中「ＪＡ南彩久喜江面支店」を「ＪＡ南彩久喜江面

支店 埼玉縣信用金庫久喜支店」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 


